
 岩手県公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月６日 

岩手県公安委員会 

委員長 小 野 公 代  

岩手県公安委員会規則第１号 

   岩手県公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県公安委員会における特定秘密の保護に関する規則（平成27年岩手県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する

。 

改正前 改正後 

 （特定秘密管理者）  （特定秘密管理者） 

第２条 公安委員会における令第12条第１項第１号の特定秘密

の保護に関する業務を管理する者（以下「特定秘密管理者」

という。）は、警務部長とする。 

第２条 公安委員会における令第11条第１項第１号の特定秘密

の保護に関する業務を管理する者（以下「特定秘密管理者」

という。）は、警務部長とする。 

 （保全責任者等）  （保全責任者等） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 保全責任者は、特定秘密管理者の管理する特定秘密文書等

（令第５条に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。）

の登録及び保管並びにこれらに伴う事務を行うほか、特定秘

密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 保全責任者は、特定秘密管理者の管理する特定秘密文書等

（令第４条に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。）

の登録及び保管並びにこれらに伴う事務を行うほか、特定秘

密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （特定秘密の表示の方法）  （特定秘密の表示の方法） 

第５条 特定秘密表示（令第13条第１項第１号（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する措置として行う令

第５条に規定する特定秘密表示をいう。以下同じ。）は、保

全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ

、当該各号に定めるところによりするものとする。 

第５条 特定秘密表示（令第12条第１項第１号（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する措置として行う令

第４条に規定する特定秘密表示をいう。以下同じ。）は、保

全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ

、当該各号に定めるところによりするものとする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

 （特定秘密表示の抹消）  （特定秘密表示の抹消） 

第６条 特定秘密表示の抹消は、保全責任者が、次の各号に掲

げる旧特定秘密文書等（令第８条第１項第１号に規定する旧

特定秘密文書等をいう。次条第１項において同じ。）の区分

に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 

第６条 特定秘密表示の抹消は、保全責任者が、次の各号に掲

げる旧特定秘密文書等（令第７条第１項第１号に規定する旧

特定秘密文書等をいう。次条第１項において同じ。）の区分

に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （指定の有効期間の満了に伴う措置）  （指定の有効期間の満了に伴う措置） 

第７条 指定有効期間満了表示（令第13条第１項第２号イ（同

条第２項において準用する場合を含む。）に規定する措置と

して行う令第８条第２項に規定する指定有効期間満了表示を

いう。次項において同じ。）は、保全責任者が、次の各号に

掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めると 

第７条 指定有効期間満了表示（令第12条第１項第２号イ（同

条第２項において準用する場合を含む。）に規定する措置と

して行う令第７条第２項に規定する指定有効期間満了表示を

いう。次項において同じ。）は、保全責任者が、次の各号に

掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めると 



ころによりするものとする。 ころによりするものとする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （指定の解除に伴う措置）  （指定の解除に伴う措置） 

第８条 前条の規定は、指定解除表示（令第13条第１項第４号

イ（同条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

措置として行う令第11条第２項に規定する指定解除表示をい

う。）について準用する。 

第８条 前条の規定は、指定解除表示（令第12条第１項第４号

イ（同条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

措置として行う令第10条第２項に規定する指定解除表示をい

う。）について準用する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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